
一
二
世
紀
初
頭
の
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー

律
修
化
・
巡
礼
・
教
会
制
度

ル
参
事
会
教
会
に
於
け
る

小

野

賢

一

問
題
の
所
在

　
＝
世
紀
後
半
か
ら
｝
二
世
紀
前
半
に
か
け
て
西
欧
で
は
シ
モ
ニ
ア
と
ニ

コ
ラ
イ
ズ
ム
の
撤
廃
、
教
皇
権
の
確
立
、
教
会
の
俗
権
か
ら
の
自
由
な
ど
を

め
ざ
す
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
と
呼
ば
れ
る
教
会
刷
新
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。

本
稿
で
考
察
す
る
聖
堂
参
事
会
改
革
も
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
の
影
響
を
受
け

て
改
革
を
律
修
化
の
段
階
に
発
展
さ
せ
た
。
聖
堂
参
事
会
改
革
と
は
、
中
世

の
西
欧
全
域
で
独
自
に
展
開
さ
れ
た
在
俗
教
会
の
刷
新
運
動
で
あ
り
、
修
道

院
の
霊
性
に
対
抗
し
て
開
始
さ
れ
た
改
革
で
あ
る
。
こ
の
改
革
は
周
知
の
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

く
二
つ
の
段
階
に
大
別
さ
れ
る
。
①
藻
類
リ
ン
グ
期
か
ら
始
ま
る
デ
ー
ヘ

ン
の
戒
律
』
遵
守
の
段
階
と
、
②
＝
世
紀
に
始
ま
る
『
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ

ス
戒
律
撫
遵
守
の
段
階
で
あ
る
。
前
者
は
転
住
制
が
特
徴
だ
が
、
後
者
は
そ

れ
に
加
え
て
私
的
所
有
放
棄
の
実
践
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
前
者
と
区
別
す

る
た
め
に
律
修
化
（
み
σ
q
巳
融
ω
巴
8
）
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
る
。
清

貧
の
実
践
を
拒
む
在
俗
参
事
会
員
が
聖
堂
参
事
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
い
う

点
に
お
い
て
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
と
共
通
の
霊
性
が
看
取
さ
れ
る
。
だ
が
、

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
が
教
皇
権
へ
の
一
元
化
の
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
律

道
化
の
場
合
、
地
域
性
・
分
派
性
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス

の
サ
ン
・
リ
ュ
フ
急
心
参
事
会
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
期
以
前
の
＝
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

前
半
に
す
で
に
律
修
整
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
ア
ン
ジ
ユ
ー
の
フ
ォ
ン
ト
ヴ

ロ
ー
律
修
参
事
会
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
期
を
通
じ
て
教
皇
権
と
一
定
の
距

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

離
を
保
ち
、
独
自
の
改
革
路
線
を
固
持
し
た
。
リ
ム
！
ザ
ン
の
オ
ー
レ
イ
ユ

律
修
参
事
会
は
、
律
融
化
の
大
義
名
分
を
掲
げ
て
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
派
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

グ
ラ
ン
モ
ン
会
と
の
差
別
化
を
図
り
、
司
教
権
に
接
近
し
た
。
か
く
の
如
く

律
臭
化
は
諸
教
会
が
主
体
の
改
革
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
教
皇
の
意
図
と

は
無
関
係
に
在
地
の
権
力
秩
序
の
再
編
な
ど
の
地
域
社
会
の
独
自
の
事
情
で
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行
わ
れ
た
。
律
修
身
の
問
題
は
、
地
域
社
会
へ
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
の
受

容
、
反
発
、
変
容
の
状
況
を
照
射
す
る
。
従
っ
て
一
定
の
理
論
的
枠
組
み
を

構
築
す
る
上
で
、
律
下
顎
の
地
域
性
・
分
派
性
に
関
す
る
基
礎
研
究
が
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

で
あ
る
こ
と
は
、
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

プ
レ
モ
ン
ト
レ
な
ど
の
会
派
型
の
組
織
と
異
な
り
、
参
事
会
教
会
の
律
濃
化

に
関
す
る
基
礎
研
究
は
依
然
と
し
て
不
足
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
基
礎
研
究

を
通
じ
て
律
修
化
と
巡
礼
の
関
係
を
捉
え
返
し
、
参
事
会
教
会
の
律
僧
化
の

ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
提
示
し
た
い
。

　
リ
モ
ー
ジ
ュ
司
教
管
区
所
在
の
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
参
事
会
教
会
は
、
そ

の
権
威
と
規
模
に
お
い
て
神
の
平
和
逮
動
の
舞
台
の
ひ
と
つ
と
し
て
有
名
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

サ
ン
・
マ
ル
シ
ア
ル
修
道
院
と
比
肩
し
う
る
宗
教
施
設
と
し
て
知
ら
れ
る
。

サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
は
ウ
ル
バ
ヌ
ス
2
世
、
パ
ス
カ
リ
ス
2
世
を
後
ろ
盾
と

す
る
サ
ン
・
マ
ル
シ
ア
ル
修
道
院
に
対
す
る
対
抗
措
置
と
し
て
受
像
化
を
推

進
し
て
お
り
、
教
皇
権
の
政
策
を
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
＝
世
紀
以

前
、
レ
オ
ナ
ー
ル
は
無
名
の
聖
人
で
あ
っ
た
。
｝
〇
六
二
年
（
①
の
段
階
）

と
二
〇
〇
年
－
二
〇
五
年
（
②
の
段
階
）
の
二
度
の
聖
堂
参
事
会
の
改

革
を
通
じ
て
レ
オ
ナ
ー
ル
は
権
威
を
確
立
す
る
。

　
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
図
像
学
に
よ
る
巡
礼
と
崇

　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

敬
の
系
譜
研
究
、
聖
者
伝
を
用
い
た
祉
会
状
況
と
崇
敬
の
変
遷
の
研
究
、
奇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

蹟
録
を
用
い
た
巡
礼
・
十
字
軍
運
動
と
崇
敬
の
発
展
の
研
究
、
聖
者
伝
や
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

事
会
改
革
文
書
を
用
い
た
隠
密
生
活
や
司
祭
生
活
の
モ
ラ
ル
刷
新
の
研
究
な

ど
が
存
在
す
る
。
だ
が
こ
れ
ま
で
当
該
教
会
に
限
ら
ず
、
律
修
化
と
巡
礼
の

関
係
は
霊
姓
の
側
面
か
ら
巡
礼
者
へ
の
司
牧
の
問
題
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き

⑪た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
関
係
を
司
教
座
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
ル
所
収
の
『
平
和
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

協
定
の
文
書
駈
（
＝
○
○
一
一
一
〇
五
年
頃
発
給
）
を
批
遡
的
に
検
討
し

つ
つ
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
期
を
通
じ
て
発
展
す
る
教
会
財
産
の
分
掌
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

理
と
い
う
教
会
制
度
の
側
面
か
ら
検
討
し
た
い
。
律
修
化
の
理
念
（
霊
性
）

と
現
実
（
制
度
）
の
乖
離
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

①
関
口
武
彦
「
盗
堂
参
事
会
改
革
の
歴
史
的
位
麗
」
『
山
形
大
学
紀
要
・
社
会
科

　
学
隔
第
一
九
巻
第
一
号
、
　
九
八
八
年
、
七
五
1
＝
八
頁
を
参
照
。

②
⊆
ω
巳
固
＜
8
串
ご
Φ
び
Φ
器
［
Φ
旦
雰
ω
9
9
房
ら
2
、
僧
げ
げ
避
①
儒
⑦
ω
臥
早
寄
｛

　
8
艮
Φ
蚤
Φ
唱
巳
一
跨
ρ
器
①
欝
Φ
二
α
q
δ
霞
妙
〉
＜
戯
口
自
県
×
同
Φ
。
。
貯
9
ρ
山
§
ω
O
誌
馬

　
ミ
、
欝
ミ
塁
§
蕊
N
、
凝
N
二
丁
貯
℃
，
爵
、
“
ミ
噂
誉
識
§
謹
昏
ミ
慧
、
警
爵
、
ミ
“
℃
聖
グ

　
一
8
飼
署
．
O
山
伊

③
闘
』
巴
幾
§
噛
卜
団
ミ
・
§
ミ
Q
§
ミ
塁
℃
巴
ω
し
⑩
c
。
伊

④
》
．
b
d
五
爵
穿
誹
（
＆
）
甲
b
馬
ら
§
ミ
N
§
蝿
蹴
騨
§
ミ
恥
馬
譜
鷺
醤
§
ミ
恥

　
ミ
ら
騨
貯
訟
貯
ミ
ひ
℃
碧
二
一
り
窃
ら
。
も
■
ω
c
。
偽
に
お
い
て
O
穿
U
2
Φ
ぎ
①
は
オ
ー
レ
イ
ユ

　
を
司
教
権
と
結
び
つ
け
る
。

⑤
今
野
國
雄
『
西
欧
中
世
の
社
会
と
教
会
輪
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
、
三
五
五

　
一
三
九
〇
頁
。

⑥
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
に
関
す
る
基
本
文
献
は
、
ω
．
b
d
簿
鼠
曾
Φ
（
象
「
．
）
曜
象
註
牒

　
卜
駄
§
霜
ミ
譜
さ
中
貯
ひ
に
日
。
α
q
Φ
。
。
し
り
霧
　
回
竃
窪
蔓
り
G
o
三
二
ピ
①
o
墨
a
q
Φ
箔
0
7

　
♂
r
号
諺
ご
目
8
ω
ぎ
δ
旨
9
昂
も
。
一
一
．
N
o
鳥
貯
碧
ρ
勺
震
謎
噛
一
り
謹
．
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一二世紀初頭のサン・レオナール参事会教会に於ける律修化・巡礼・教会制度（小野）

⑦
℃
㍉
国
．
円
。
ぼ
目
や
ピ
．
8
。
き
α
q
H
巷
置
㊦
島
ω
p
濠
。
部
碧
山
畠
諺
ρ
O
訂
げ
「
㊦
－

　
ぎ
℃
㌔
国
．
幻
。
露
言
ρ
《
’
↓
勲
揮
山
①
窪
像
㊦
ζ
母
ω
¢
。
p
鉾
ミ
ト
魯
、
§
軋
誉
き
ミ
ミ

　
＄
煙
ミ
N
黄
§
鴨
鼠
N
ド
§
ミ
ミ
。
き
ミ
ミ
ミ
，
譜
N
S
ミ
§
§
℃
，
偽
p
一
ρ
の
鉱
葺

　
ピ
ゆ
。
口
9
a
一
〇
〇
Q
Q
o
■

⑧
○
．
9
Φ
冨
聲
蜜
σ
q
δ
σ
q
門
碧
ゲ
冨
簿
8
。
鰹
ゆ
ぬ
．
賃
霞
覚
Φ
匹
Φ
ω
鉱
暮
は
8
母
傷

　
自
Φ
属
。
げ
ず
三
寸
器
》
ミ
N
ミ
跨
§
ミ
二
一
〇
り
ρ
く
。
一
■
ド
O
メ
⇒
■
卜
。
一
N
署
寒
寒
誌
ω
伊

⑨
客
野
鉾
さ
電
昼
嘗
童
§
賊
§
ε
・
患
。
越
こ
ミ
ぎ
土
管
q
、
N
§
譜
・
§

　
隠
ミ
。
霧
§
§
銚
Q
ミ
8
、
§
9
ゆ
奉
匙
N
Q
。
P
O
改
。
己
甲
H
り
り
ω
’

⑩
』
’
u
d
Φ
。
碧
㊦
F
§
§
§
疑
N
恥
§
箏
§
亀
亀
§
溶
－
き
誌
ら
駐
リ
ピ
。
巳
O
p

　
一
り
O
o
O
．

⑪
○
『
U
興
虚
器
は
サ
ン
チ
ャ
ゴ
巡
礼
に
お
い
て
律
修
参
事
会
が
果
た
し
た
司
牧

　
活
動
の
重
要
性
を
｝
し
σ
震
酔
臣
碧
ス
＆
γ
§
飾
画
計
℃
9
G
。
。
。
①
で
指
摘
す
る
。

⑫
態
§
騨
§
智
§
譜
卜
§
§
動
譜
恥
。
・
喧
ミ
勉
昏
謎
爲
⑪
傷
ζ
■
じ
d
Φ
8
器
齢

　
（
U
。
鍵
ヨ
魯
β
騨
鼠
Φ
ω
㊦
コ
Φ
b
g
。
冨
ω
窟
ぴ
ま
ω
玉
門
ピ
、
同
冨
僅
ぎ
乙
⑦
幻
8
冨
門
－

　
9
。
簿
恥
．
雷
。
・
肯
。
冨
傷
Φ
ω
↓
㊦
蓉
Φ
。
。
尋
①
）
℃
鼠
ω
狽
り
O
P
戸
㎝
◎

⑬
教
会
財
産
の
教
権
・
三
権
の
分
掌
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
節
夫
「
司
教
座
と
地
域

　
支
配
体
制
」
隅
フ
ラ
ン
ス
中
世
政
治
権
力
構
造
の
研
究
撫
東
京
大
学
出
版
会
、
一

　
九
九
二
年
、
三
〇
三
－
四
六
六
頁
。
叙
任
権
闘
争
で
争
わ
れ
た
教
権
・
俗
権
と
区

　
別
せ
ず
に
、
教
会
財
産
の
落
ミ
ミ
ミ
皆
と
馬
§
督
ミ
N
貯
を
教
権
・
俗
権
と
訳
す
こ

　
と
が
慣
例
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
教
会
財
産
の
馬
§
讐
ミ
N
貯
は
、
俗
人
の
持
つ

　
権
利
で
は
な
く
、
教
会
の
物
的
・
経
済
的
基
盤
を
さ
さ
え
る
た
め
に
必
要
な
所
領

　
収
入
な
ど
の
聖
界
の
中
の
権
利
を
意
味
す
る
。
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
本
稿
で
は

　
霊
的
諸
権
利
・
世
俗
的
諸
権
利
と
い
う
用
語
を
用
い
た
。
教
会
財
産
の
権
利
の
分

　
掌
は
、
教
会
に
と
っ
て
俗
人
の
権
利
と
衝
突
せ
ず
に
、
宗
教
上
の
権
利
を
確
保
す

　
る
方
策
で
あ
っ
た
。
概
論
に
つ
い
て
は
、
H
ー
ピ
．
ピ
①
舅
聾
冨
（
盆
）
冒
卸
忌
袋
議
ミ

　
慧
，
貯
ミ
跨
§
蕊
ぴ
ミ
誉
ミ
§
轟
§
鼻
Ω
⑦
耀
く
P
同
Φ
G
。
メ

【
　
監
修
化
の
理
念
と
現
実
　
司
教
の
指
導
下
の
和
解

律
修
化
以
前
、
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
は
、
在
俗
参
事
会
長
に
支
配
さ
れ
て

お
り
、
教
会
管
理
へ
の
俗
人
の
直
接
介
入
を
防
ぐ
の
は
、
困
難
な
状
況
で
あ

っ
た
。
律
修
化
と
は
、
在
俗
参
事
会
長
を
排
除
し
、
律
修
参
事
会
長
の
指
導

の
下
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
権
力
秩
序
を
安
定
さ
せ
る
措
置
で
あ
っ
た
。
そ
の
意

味
で
シ
モ
ニ
ア
と
ニ
コ
ラ
イ
ズ
ム
の
撤
廃
、
教
会
の
俗
諺
か
ら
の
自
由
と
い

っ
た
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
の
一
連
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
呼
応
す
る
も
の
で
あ
り
、

サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
側
の
霊
的
希
求
に
応
え
つ
つ
、
司
教
に
と
っ
て
も
教
化

の
主
導
権
を
握
る
と
い
う
利
点
が
あ
っ
た
。
～
…
一
で
文
書
の
成
立
年
代
・

当
事
者
・
構
成
・
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
、
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
側

と
司
教
の
意
図
の
相
違
と
、
双
方
の
利
害
の
一
致
に
つ
い
て
概
略
を
示
し
、

一
－
二
以
下
で
自
修
化
の
理
念
と
現
実
の
問
の
乖
離
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
。

一
1
【
　
平
和
と
協
定
の
文
書

　
ピ
エ
ー
ル
（
＝
○
O
I
一
一
〇
五
年
在
位
）
が
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
司
教
に

就
任
す
る
ま
で
、
サ
ン
・
マ
ル
シ
ア
ル
修
道
院
と
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
参
事

会
教
会
の
司
教
管
区
内
の
主
導
権
争
い
は
収
拾
が
つ
か
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。

マ
ル
シ
ア
ル
派
は
教
皇
に
働
き
か
け
て
レ
オ
ナ
ー
ル
派
司
教
を
罷
免
に
追
い

込
み
、
サ
ン
・
マ
ル
シ
ア
ル
修
道
院
出
身
者
を
司
教
に
就
任
さ
せ
る
こ
と
に
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7

成
功
し
た
。
教
皇
を
利
用
し
た
マ
ル
シ
ア
ル
派
の
強
引
な
や
り
方
に
レ
オ

ナ
ー
ル
派
は
反
発
し
、
サ
ン
・
マ
ル
シ
ア
ル
修
道
院
出
身
の
司
教
は
暗
殺
さ

れ
る
。
こ
の
マ
ル
シ
ア
ル
派
司
教
の
在
位
期
間
は
、
わ
ず
か
二
年
で
あ
っ
た
。

双
方
と
も
打
つ
手
が
な
く
、
解
決
策
は
ポ
ワ
テ
イ
エ
教
会
会
議
に
委
ね
ら
れ
、

ピ
エ
ー
ル
が
ボ
ル
ド
ー
か
ら
招
勝
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ピ
エ
ー
ル
就
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

直
葡
の
リ
モ
ー
ジ
ュ
主
要
は
混
乱
し
、
強
力
な
調
停
者
を
必
要
と
し
て
い
た
。

　
『
平
和
と
協
定
の
文
書
臨
の
当
事
者
は
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
司
教
ピ
エ
ー
ル
と

サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
参
事
会
教
会
（
参
事
会
長
ピ
エ
ー
ル
と
参
事
会
員
）
で

あ
る
。
教
皇
文
書
中
に
、
司
教
ピ
エ
ー
ル
期
の
文
書
を
挿
入
し
、
過
去
の
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

り
決
め
を
再
確
認
す
る
重
層
的
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
内
容
は
全
て
和
解
の

後
の
具
体
的
な
施
策
、
即
ち
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
参
事
会
教
会
の
律
修
化
と

律
修
業
以
後
の
司
教
と
レ
オ
ナ
ー
ル
側
の
収
入
の
取
り
決
め
で
あ
る
。

　
隅
平
和
と
協
定
の
文
書
臨
の
成
立
年
代
は
次
の
三
点
か
ら
推
定
さ
れ
る
。

第
一
に
、
こ
の
文
書
は
律
修
化
の
文
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

九
年
の
エ
ヴ
ォ
ー
宛
文
書
、
一
｝
五
八
年
の
ア
ル
テ
ィ
ー
ジ
ュ
宛
文
書
と
異

な
り
『
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
戒
律
』
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
点
。
第

二
に
、
紛
争
の
種
と
な
る
地
域
の
利
権
に
配
慮
し
つ
つ
、
管
理
が
容
易
で
俗

人
も
宗
教
的
な
権
利
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
動
産
を
、
徹
底
し
て
確
保
す
る

取
り
決
め
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
地
域
の
実
情
に
配
慮
し
た
取

り
決
め
が
紛
争
解
決
の
緊
迫
し
た
政
治
的
背
景
と
合
致
す
る
点
。
第
三
に
、

ピ
エ
ー
ル
が
律
修
化
の
先
進
地
ボ
ル
ド
ー
か
ら
招
聰
さ
れ
て
い
る
点
。
以
上

の
三
点
か
ら
、
こ
の
文
書
の
成
立
年
代
は
＝
一
琶
紀
初
頭
の
司
教
ピ
エ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
⑤

期
と
推
定
さ
れ
る
。
律
修
化
と
紛
争
解
決
（
平
和
）
の
問
題
が
、
ひ
と
つ
の

文
書
で
統
合
さ
れ
て
い
る
と
い
う
独
特
の
錯
綜
し
た
構
成
と
、
律
修
錬
の
先

進
地
か
ら
干
与
さ
れ
た
ピ
エ
ー
ル
の
個
姓
が
よ
く
描
写
さ
れ
て
い
る
内
容
か

ら
、
こ
の
文
書
は
ピ
エ
ー
ル
在
位
期
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

【
一
二
　
律
修
善
の
理
念
と
司
教
に
よ
る
指
導

　
律
修
化
の
取
り
決
め
の
文
書
は
以
下
の
よ
う
に
始
ま
る
。
「
最
初
に
前
述

の
教
会
、
即
ち
聖
レ
オ
ナ
ー
ル
教
会
の
聖
堂
参
事
会
員
た
ち
が
、
全
能
の
神

の
恩
寵
に
鼓
舞
さ
れ
て
、
す
で
に
長
い
間
至
福
な
る
レ
オ
ナ
ー
ル
教
会
で
見

捨
て
ら
れ
て
い
た
原
始
教
会
の
初
期
の
生
活
様
式
を
刷
新
す
る
こ
と
を
企
て

た
の
は
、
聖
な
る
父
祖
の
慣
例
に
従
っ
て
、
　
一
つ
の
心
と
一
つ
の
魂
で
、
律

修
参
事
会
員
の
束
縛
の
下
で
、
全
能
の
紳
に
仕
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
前
述
の
司
教
は
、
聖
堂
参
事
会
員
た
ち
の
信
仰
に
父
の
愛
情
を
も

っ
て
祝
福
し
、
彼
ら
の
誓
願
と
計
画
を
司
教
自
ら
の
職
務
の
権
威
に
よ
っ
て

承
認
し
、
意
志
の
周
い
彼
ら
が
そ
こ
に
留
ま
る
よ
う
励
ま
し
、
以
下
の
よ
う

に
定
め
、
破
門
の
脅
迫
に
よ
っ
て
禁
じ
た
。
即
ち
だ
れ
で
あ
れ
自
分
の
品
級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
こ
の
地
位
を
変
え
る
こ
と
は
重
く
許
さ
な
い
こ
と
、
と
。
」
高
ら
か
に
律

修
的
生
活
（
≦
①
み
σ
q
巳
陣
Φ
）
の
実
践
が
宣
書
さ
れ
て
い
る
。
時
期
的
に
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一一�｢紀初頭のサン・レオナール参事会教会に於ける律修化・巡礼・教会制度（小野）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

オ
ー
レ
イ
ユ
の
サ
ン
・
リ
ュ
フ
方
式
導
入
と
重
な
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
宗
教
組
織
の
律
塩
化
は
、
司
教
管
区
内
部
の
改
革
の
潮
流

の
中
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
の
律
白
化
は
司
教

が
破
門
の
脅
し
を
持
っ
て
関
与
す
る
上
か
ら
の
強
制
力
を
持
つ
も
の
で
あ
っ

た
。
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
側
の
意
図
と
司
教
の
意
図
の
一
致
の
下
で
司
教
の

主
導
に
よ
っ
て
律
修
参
事
会
員
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
サ
ン
・
レ
オ

ナ
ー
ル
聖
堂
参
事
会
員
た
ち
の
律
修
化
の
誓
願
と
計
画
を
司
教
の
職
権
に
よ

っ
て
承
認
し
た
。
司
教
の
職
権
と
は
、
司
教
管
区
統
治
と
小
教
区
管
理
を
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

督
す
る
司
牧
権
（
2
風
窓
巳
白
p
暴
ヨ
）
で
あ
る
。
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
聖
堂

参
事
会
員
が
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
品
級
と
は
司
牧
権
を
司
教
に
よ
っ

て
委
託
さ
れ
、
司
祭
生
活
を
実
践
す
る
律
修
参
事
会
員
の
晶
級
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
し
か
も
司
教
は
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
側
に
破
門
の
脅
迫
に
よ
っ
て
律

修
参
事
会
員
の
状
態
に
留
ま
る
こ
と
を
強
制
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
律
修
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
側
の
内
発
的
な
霊
的
希
求
の
表
現
と
い
う
側
面
か
ら

だ
け
で
は
説
明
し
得
な
い
。
律
劇
化
を
通
じ
て
司
教
管
区
統
治
の
枠
組
み
に

サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
側
の
霊
的
希
求
は
包
摂
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

［
1
三
　
司
教
の
指
導
下
の
私
的
所
有
放
棄
と
禁
域
か
ら
の
外
出
禁
止

　
「
箭
述
の
司
教
は
、
聖
堂
参
事
会
員
た
ち
の
間
で
誓
願
が
示
さ
れ
た
限
り
、

何
ら
か
の
財
産
を
持
つ
こ
と
や
、
参
事
会
長
あ
る
い
は
聖
堂
参
事
会
共
同
体

の
許
可
な
し
に
禁
域
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
誰
に
も
許
さ
れ
な
い
も
の
と
定
め

⑩た
。
」
こ
の
文
書
に
よ
る
と
、
律
格
的
生
活
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
誓
願
し

た
後
、
一
一
つ
の
生
活
形
態
が
司
教
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
。
第
一
に
「
私
的
所

有
放
棄
」
で
あ
る
。
第
二
に
高
島
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
禁
止
、
換
書
す
れ
ば

「
共
住
制
の
遵
守
」
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
『
聖
ア
ウ
グ

ス
チ
ヌ
ス
戒
律
臨
の
原
則
で
あ
る
。
そ
の
戒
律
の
導
入
に
関
す
る
言
及
は
見

出
せ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
箇
所
は
『
ア
ー
ヘ
ン
戒
律
』
放
棄
の
明
白
な
証
拠

で
あ
り
、
在
俗
参
事
会
か
ら
律
修
参
事
会
へ
の
転
換
を
如
実
に
示
す
。
律
修

的
生
活
の
実
践
は
、
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
側
の
霊
的
希
求
の
表
現
で
あ
る
が
、

そ
の
実
現
の
背
景
に
司
教
の
職
権
の
圧
力
が
存
在
し
た
こ
と
を
看
過
す
べ
き

で
な
い
。

　
律
修
化
に
関
し
て
は
次
の
箇
所
で
再
度
確
認
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
ゆ
え

に
前
述
の
司
教
は
岡
じ
教
会
の
聖
堂
参
事
会
員
の
名
の
下
で
内
外
の
財
産
を

所
有
す
る
人
々
が
、
完
金
に
共
同
の
使
用
の
た
め
に
財
産
を
放
棄
す
る
べ
き

　
　
　
　
　
⑪

こ
と
を
定
め
た
。
」
在
俗
参
事
会
員
に
司
教
は
共
同
の
使
用
を
義
務
付
け
、

「
私
的
所
有
放
棄
」
の
実
践
を
強
制
し
た
。
共
同
の
使
用
と
は
私
財
の
共
有

を
意
味
す
る
。
清
貧
を
望
む
サ
ン
・
レ
オ
ナ
…
ル
聖
堂
参
事
会
員
と
そ
れ
を

支
持
す
る
司
教
が
一
致
し
て
在
俗
参
事
会
を
廃
止
し
た
の
で
あ
る
。
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㎜
1
四
　
霊
的
諸
権
利
と
世
俗
的
諸
権
利
の
律
修
参
事
会
員
へ
の
返
還

　
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
の
律
修
参
事
会
長
に
は
、
司
教
か
ら
、
破
戒
聖
職
者

に
対
す
る
聖
務
停
止
の
権
能
が
与
え
ら
れ
た
。
以
下
が
そ
の
文
書
で
あ
る
。

讐
も
し
誰
か
が
（
剛
域
を
）
離
れ
、
警
告
さ
れ
て
も
戻
ら
な
い
な
ら
ば
、
参

事
会
長
と
彼
の
後
継
者
が
、
こ
の
よ
う
に
彼
が
ど
こ
に
い
よ
う
と
聖
務
を
停

止
す
る
権
能
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
聖
務
停
止
を
受
け
た
者
を
、

司
教
あ
る
い
は
大
修
道
院
長
の
だ
れ
も
、
そ
の
参
事
会
員
の
会
派
の
主
旨
が

神
の
聖
上
の
下
で
効
力
を
有
し
て
い
る
限
り
は
保
護
下
に
受
け
入
れ
て
は
な

　
　
⑫

ら
な
い
。
」
聖
務
停
止
中
の
破
戒
聖
職
者
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
も
厳
命
さ

れ
て
い
る
。
文
書
中
の
聖
堂
参
事
会
員
の
集
団
と
は
律
修
参
事
会
員
集
団
を

指
す
。
こ
の
文
書
に
在
俗
参
事
会
員
の
諸
特
権
の
空
弾
参
事
会
員
へ
の
返
還

の
記
述
が
続
く
。

　
「
次
い
で
司
教
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
た
。
即
ち
ず
っ
と
以
前
、
生
活
規

範
と
戒
律
の
時
代
以
前
に
、
前
述
の
教
会
の
聖
堂
参
事
会
員
に
属
し
て
い
た

す
べ
て
の
顕
職
は
、
同
教
会
に
お
い
て
聖
堂
参
事
会
員
の
所
有
に
属
す
べ
き

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
と
に
参
事
会
長
職
と
聖
職
者
の
あ
ら
ゆ
る
顕
職
は
そ
の

教
会
に
属
し
、
さ
ら
に
律
修
化
以
前
に
同
参
事
会
員
た
ち
の
土
地
と
そ
の
収

入
に
つ
い
て
、
聖
レ
泳
ナ
ー
ル
教
会
の
参
事
会
長
に
よ
り
所
有
さ
れ
て
い
た

げ
出
置
税
1
そ
の
よ
う
に
私
が
呼
ん
で
い
る
一
は
、
今
後
い
か
な
る
難
癖
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
に
、
聖
堂
参
事
会
員
の
所
有
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
」

　
第
一
に
、
霊
的
諸
権
利
の
律
修
参
事
会
員
へ
の
返
還
が
問
題
と
な
る
。
こ

の
文
書
で
は
参
事
会
長
職
（
号
8
巳
p
）
と
参
事
会
長
職
に
属
す
る
す
べ
て

の
聖
職
者
の
顕
職
の
半
面
参
事
会
員
へ
の
返
還
と
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
箇
所
の
参
事
会
長
と
は
生
活
規
範
と
戒
律
以
前
、
即
ち
在
俗
参
事
会
の

時
代
に
旧
参
事
会
長
匪
在
俗
参
事
会
長
“
デ
カ
ー
ヌ
ス
と
呼
ば
れ
て
い
た
と

　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
ろ
の
役
職
で
あ
る
。
こ
の
文
書
で
は
、
そ
の
役
職
は
律
修
参
事
会
の
参
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

会
長
（
心
証
O
H
）
と
厳
密
に
区
別
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
世
俗
的
諸
権
利
の
律
修
参
事
会
員
へ
の
返
還
が
問
題
と
な
る
。

教
会
の
俗
筆
管
理
人
（
ぴ
p
臣
毒
。
。
り
び
p
一
一
冒
く
ω
）
の
徴
収
す
る
不
動
産
収
入
税

（
ぴ
p
臣
p
）
の
律
修
参
事
会
員
へ
の
返
還
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
律
修
化
に

不
適
合
な
デ
カ
ー
ヌ
ス
や
教
会
の
俗
権
管
理
人
が
排
除
の
対
象
と
さ
れ
て
い

⑯る
。
彼
ら
は
俗
人
も
し
く
は
俗
人
に
近
い
立
場
に
あ
る
人
々
で
あ
り
、
サ

ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
側
と
司
教
側
の
双
方
の
宗
教
的
自
立
性
を
脅
か
す
存
在
で

あ
っ
た
。

　
「
戒
律
以
前
1
1
岩
登
化
以
前
（
磐
g
お
α
q
巳
磐
）
」
と
「
今
後
1
1
律
修
化

以
後
（
簿
日
○
匹
。
と
が
対
句
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
戒
律
以
前
H
薫
修
化

以
前
」
と
は
、
旧
参
事
会
長
薯
在
俗
参
事
会
長
睦
デ
カ
ー
ヌ
ス
の
統
治
す
る

在
俗
参
事
会
の
時
期
を
指
し
、
「
今
後
翻
律
修
化
以
後
」
と
は
律
修
参
事
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

長
の
統
治
す
る
律
修
参
事
会
の
時
期
を
指
し
示
す
。
後
者
は
《
℃
。
ω
貫
Φ
σ
q
・

巳
p
導
》
と
雷
い
換
え
て
も
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
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一二世紀初頭のサン・レオナール参事会教会に於ける律修化・巡礼・教会制度（小野）

　
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
側
と
司
教
の
目
的
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
俗
権

に
よ
る
過
剰
な
干
渉
を
排
除
す
る
と
い
う
点
で
、
双
方
の
利
害
は
一
致
し
、

司
教
の
指
導
下
で
監
修
化
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
結
論
は
人
々
の
霊
的
希
求
の

表
現
と
し
て
律
劇
化
が
推
進
さ
れ
た
こ
と
の
み
を
強
調
す
る
通
説
に
対
立
す

る
。　

律
修
化
以
前
の
塑
〇
六
二
年
の
文
書
』
（
ア
ー
ヘ
ン
戒
律
水
準
の
参
事

　
　
　
　
　
　
⑲

会
改
革
の
文
書
）
と
『
平
和
と
協
定
の
文
書
嘱
で
は
司
教
の
態
度
は
異
な
る
。

『一

Z
六
二
年
の
文
書
瞼
か
ら
は
在
俗
聖
職
者
で
あ
る
司
教
自
身
の
陵
罪
意

識
と
司
教
の
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
参
事
会
員
に
対
す
る
引
け
目
が
感
じ
ら
れ

る
。
史
料
中
で
司
教
は
「
つ
ま
ら
ぬ
私
が
扁
と
自
己
卑
下
さ
え
し
て
い
る
。

『
平
和
と
協
定
の
文
書
』
で
は
レ
オ
ナ
ー
ル
側
に
対
し
て
司
教
は
職
権
の
権

威
を
行
使
し
、
さ
ら
に
破
門
を
も
っ
て
脅
迫
す
る
。
律
透
化
に
お
い
て
レ
オ

ナ
ー
ル
側
に
対
す
る
司
教
の
指
導
性
は
い
っ
そ
う
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

①
○
ら
Φ
簿
ω
8
旨
p
ト
ぎ
い
亀
鴨
多
士
馬
主
さ
ミ
ミ
寒
亡
§
韓
漁
評
「
グ
巳
8

　
は
古
典
的
研
究
で
は
あ
る
が
、
紛
争
の
経
緯
が
網
羅
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

②
こ
の
文
書
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
は
消
失
し
て
い
る
。
前
時
代
の
文
書
を
引
用
し
再

　
度
確
証
す
る
の
は
、
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
慣
行
で

　
あ
る
。
○
同
工
暮
ミ
§
糞
や
一
。
。
。
。
．
後
の
文
害
編
纂
者
が
プ
ラ
ン
タ
ジ
ネ
ッ
ト
朝
に

　
対
し
権
利
を
主
張
す
べ
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
系
で
律
修
参
事
会
に
縁
の
深
い
教
皇
ハ

　
ド
リ
ア
ヌ
ス
四
手
（
在
位
一
一
五
四
一
一
一
五
九
年
）
の
文
書
と
レ
オ
ナ
ー
ル
の

　
律
修
化
の
文
書
を
意
図
的
に
結
合
さ
せ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

③
旨
b
d
Φ
8
器
∬
零
牙
蕾
冨
餌
偉
ご
導
。
¢
鉱
p
二
二
b
u
ミ
ミ
』
嵩
寒
貯
§
焼
ミ

　
窺
越
ミ
ミ
軽
“
ミ
ミ
ミ
旨
識
餐
馬
§
卜
§
ミ
鼠
菜
以
下
で
b
σ
監
譲
と
表
記
y
［
．
ρ

　
6
刈
○
。
堕
箸
■
一
一
一
－
辰
ρ
〉
餌
a
脅
一
8
ω
ぐ
。
〔
8
疑
Φ
o
自
。
三
層
留
昌
』
。
b
u
韓
国
」
’
O
H
メ

　
回
O
Q
。
卜
⊃
も
ワ
α
ω
よ
り
「
（
以
下
で
ト
鳴
呼
ミ
N
ミ
こ
と
表
記
）
特
に
題
．
憲
甲
郎
メ
ロ
．
ω
り
．

④
§
籍
ミ
も
嘗
逡
∴
。
。
9
戸
刈
鼻
．

⑤
ρ
9
書
邑
ざ
勺
㌔
鍔
菊
。
窪
p
p
p
竃
．
証
巳
①
磐
号
ζ
器
8
Ψ
愚
．
ミ
u

　
署
』
O
－
O
G
。
に
お
い
て
O
ご
げ
『
①
ぞ
は
ピ
帥
く
δ
「
Φ
二
α
q
δ
島
①
帥
耳
碧
曾
ω
一
Φ
o
弾
漠
。
戸

　
の
項
目
を
執
筆
し
た
。
そ
の
ワ
繋
で
『
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
戒
律
島
の
導
入
を

　
主
張
す
る
が
誤
り
で
あ
る
。
教
皇
エ
ウ
ゲ
ニ
ウ
ス
三
琶
（
在
位
＝
四
五
一
＝

　
五
三
年
）
期
以
前
に
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
関
連
文
書
に
こ
の
戒
律
に
関
す
る
書
及

　
は
現
れ
な
い
。

⑥
甲
冒
。
ρ
自
主
§
諺
震
薮
8
件
器
Φ
8
野
｝
器
。
き
。
駄
9
①
8
蕾
㌶
Φ
く
こ
？

　
一
一
8
け
ω
き
。
鵠
ピ
8
屋
a
汁
唱
興
。
日
巳
b
o
8
箕
置
U
Φ
一
σ
q
鑓
。
一
鋤
ヨ
p
。
。
冨
冠
鼻
腰
学

　
ヨ
9
ヨ
塁
し
。
o
⑦
箕
冴
㊦
8
一
⑦
ω
賦
Φ
o
o
薯
Φ
誘
田
。
δ
器
目
ヨ
巳
欝
噺
餌
ヨ
♂
ヨ
℃
o
鼠
含
ω
ぎ

　
げ
霧
鋤
い
8
蒙
a
帥
Φ
8
8
も
。
陣
p
臨
①
巴
3
欝
ヨ
お
5
0
≦
お
冥
。
唱
。
ω
戸
当
奪
v
醇
ω
Φ
o
琶
・

　
黛
罎
ω
き
0
8
罎
ヨ
竪
臼
毎
ヨ
ぎ
ω
二
三
o
o
乱
Φ
舅
。
韓
巨
鋤
き
一
士
”
。
。
暮
。
営
。
記
－

　
o
器
話
α
q
巳
器
甘
α
q
o
o
ヨ
昌
ゼ
9
撃
鋤
U
8
ω
Φ
「
＜
騨
Φ
昌
戸
箕
器
a
o
9
ω
Φ
豆
ω
8
鷺
。
。

　
Φ
〇
三
ヨ
話
臣
α
q
δ
鉱
冨
8
ヨ
〇
四
｛
｛
Φ
o
葺
8
詔
舜
葺
賦
島
」
唱
ω
o
毎
ヨ
〈
o
二
日
卑
β
¢
Φ

　
震
8
0
ω
一
富
ヨ
。
黙
。
嬬
ω
鼠
卿
¢
0
8
法
隊
Φ
8
駄
躍
ヨ
飴
房
’
欝
ヨ
。
ω
8
ω
ぎ
8
℃
Φ
㍗

　
ω
一
ω
8
お
巴
8
簿
き
ω
o
o
器
酔
臥
ε
諦
p
β
器
ω
魯
ぎ
冨
「
ヨ
ぎ
拶
鵠
。
冨
雪
鯨
匿
ヨ
簿
『

　
一
三
曾
臼
×
瓶
華
。
巳
ρ
暴
ヨ
。
ヨ
巳
き
一
一
〇
＄
［
巨
ま
。
・
甑
。
・
け
鋤
ε
舅
o
a
ぎ
一
ω
8
ヨ
ヨ
ー

　
葺
費
㊦
■
（
≧
§
も
。
憎
①
∴
偽
）

⑦
竃
’
し
d
信
鍔
号
．
聾
b
×
｛
。
「
P
H
O
り
ω
も
■
卜
、
㎝
㊤
を
参
照
。

⑧
田
■
勺
聾
亀
p
訂
慧
δ
望
Φ
①
畠
曾
2
み
冨
盤
、
巴
既
ぎ
牙
×
臼
ω
δ
。
貯

　
9
冨
⇒
欝
瓢
8
。
。
臨
。
一
弾
器
畠
①
H
警
Φ
き
讐
㊦
漏
ρ
号
器
ト
ぎ
ら
職
尋
§
罵
ミ
越
N
喧
．
§
8

　
§
届
ミ
蕊
§
§
§
毎
鷺
巴
、
器
ミ
』
ぱ
輿
§
N
ミ
俺
譜
寧
§
黄
℃
p
臥
ω
▼
一
り
。
。
μ
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悪
ヒ
膨
鱒
9
9
＞
＜
無
幻
㊦
。
冨
H
。
冨
G
。
ω
霞
目
娼
。
顕
ρ
器
冨
δ
冨
ω
乾
①
傷
⑦
し
・

蜜
顕
6
・
ω
晋
Φ
摸
ω
§
昌
婁
一
ρ
翁
Φ
8
琶
。
・
野
×
（
H
×
？
×
日
㊦
。
。
響
邑
己
婁

　
肉
馬
爆
寝
鴨
§
ぴ
亀
ご
詳
け
．
O
O
甲
H
Φ
刈
①
1
一
⑩
c
o
O
－
℃
ワ
膳
㎝
ω
一
α
一
刈
’

⑨
霊
的
希
求
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
諺
．
く
窪
。
冨
斜
導
も
ミ
ミ
職
ミ
転
§
ξ
嵩

　
郎
鷺
O
ら
ら
§
職
瓢
㍗
票
－
奪
鴇
へ
ら
N
爵
℃
節
ユ
ω
w
一
㊤
刈
㎝
甲
℃
℃
・
刈
Q
Q
l
圃
O
．

⑩
ω
聾
鼠
三
器
慧
巴
葺
費
8
。
・
震
。
｛
Φ
ω
巴
。
器
Φ
×
田
σ
富
凛
ε
憂
旨
ρ
仁
一
仙
げ
甲

　
σ
Φ
尉
㊦
昌
Φ
O
巴
⇒
①
噂
凱
O
目
置
帥
自
画
O
O
寒
季
信
P
一
〇
〇
〇
α
q
暁
㊦
α
q
”
鼠
○
口
尻
罵
O
①
質
O
一
m
匹
Φ
O
圖
β
郎
ω
・

　
『
O
匹
尉
0
Φ
匹
Φ
門
㊦
躍
げ
Φ
困
信
日
鴇
戸
（
郎
9
貼
酔
O
O
囲
｝
鼻
一
一
①
）

⑪
U
Φ
臼
①
葺
2
α
q
。
暮
簿
三
坤
ρ
巳
し
・
暮
。
謬
。
三
8
同
§
岩
巨
p
①
＆
話
浄
耳

　
Φ
巳
巴
器
げ
8
巴
暮
9
信
ω
①
3
蒼
Φ
忌
。
・
男
。
。
。
。
。
箆
Φ
三
層
。
昌
ぎ
。
琶
。
§
蓑
g
日

　
葛
毒
鋳
邑
匿
昇
（
匹
q
㌧
Q
勲
O
O
一
■
鼻
ω
1
駆
㎝
）

⑫
曾
巳
し
・
紳
段
。
Φ
ω
ω
9
樽
簿
。
。
臼
暑
⇒
ぎ
ω
噌
＆
冨
。
8
［
§
b
ω
Φ
【
劃
9
a

　
㊦
」
自
ω
ρ
口
①
ω
信
O
O
①
ω
ω
O
臥
げ
犀
も
Q
｛
顕
こ
O
郎
＃
餌
し
り
亀
勉
津
Φ
」
¢
6
0
ヨ
O
恥
一
匹
σ
臨
一
σ
㊦
け
餌
ω
仁
帥
の
O
｛
降
O
諜
し
り

　
巨
Φ
匪
8
「
Φ
．
罫
①
熱
。
θ
舞
く
㊦
δ
目
臣
G
。
⑦
豆
ψ
8
唱
。
唖
毒
器
び
象
毒
く
Φ
。
。
器
。
や

　
で
醇
6
磐
象
ま
。
…
8
酔
。
H
仙
巨
ω
藝
。
。
き
。
三
9
8
・
。
H
U
。
巨
ぎ
凛
器
。
・
三
笠
。

　
＜
一
α
q
¢
Φ
七
洋
■
（
毎
虫
薬
℃
O
O
一
．
一
①
1
ト
つ
O
）

⑬
O
①
ヨ
恥
Φ
仙
Φ
。
「
①
葺
g
。
日
器
ω
匹
一
σ
q
斎
言
も
・
曽
ρ
轟
⑦
き
［
9
。
h
ぴ
島
冨
ヨ
℃
。
「
－

　
一
げ
儒
ω
｛
俸
Φ
H
鋤
昌
樽
O
P
ロ
O
ロ
一
〇
〇
H
¢
旨
ω
芦
℃
H
P
一
一
〇
〔
帥
Φ
Φ
O
O
圖
①
訟
餌
Φ
P
⇒
ほ
Φ
O
O
昌
く
Φ
嵩
俘
O
一
〇
切
一
ω

　
Φ
＝
Φ
σ
Q
巳
器
審
揖
歩
冒
＄
住
の
日
Φ
8
募
冨
實
。
言
器
し
。
一
昌
仲
。
昏
。
駄
8
【
象
⑦
陛

　
凛
8
甘
・
①
号
。
営
す
①
ε
ヨ
p
一
窪
8
。
噌
。
ζ
紳
。
農
ω
践
尺
一
聲
℃
Φ
a
尾
昌
。
。
節
β
捧

　
信
二
鼠
傷
冨
昼
琶
簿
ρ
ρ
岳
Φ
p
g
①
お
σ
q
巳
弩
国
号
g
巳
ω
Φ
。
。
蕾
奮
ω
磐
。
臥

　
ピ
Φ
O
昌
9
【
匹
｝
伽
Φ
齢
Φ
隣
誌
①
餌
H
β
鑓
ρ
偉
Φ
H
Φ
匹
仙
｝
試
げ
悶
ω
Φ
O
H
ロ
”
山
Φ
舅
O
簿
昌
O
P
一
〇
〇
H
¢
ヨ
唱
O
甲

　
も
。
落
ぴ
碧
葺
義
ヨ
巳
。
駿
。
唱
H
奮
ぐ
・
け
ω
冨
Φ
。
暮
巷
駄
鋤
鉱
一
ρ
慧
し
。
葺
。
碧
。
巳
8
㌘

　
§
．
（
導
§
。
。
轡
8
1
卜
。
①
）

⑭
｝
い
．
ピ
Φ
臼
p
貯
①
（
織
）
】
魯
．
ら
帖
腎
．
も
’
＝
で
｝
ζ
．
ゆ
四
匿
①
「
は
、
本
来
【
O
人

　
の
集
団
を
意
味
す
る
《
山
Φ
o
§
β
ω
》
と
い
う
語
が
、
三
権
管
理
者
を
指
し
示
す
よ

　
う
に
な
る
と
い
う
。

⑮
食
Φ
B
津
ω
》
か
ら
《
冒
。
H
》
へ
の
変
化
は
単
線
的
に
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
例
え
ば
あ
る
宗
教
組
織
の
指
導
者
は
《
曾
。
＝
。
9
》
と
《
山
①
〇
四
謹
ω
Φ
o
o
ド
甑
Φ
》

　
の
両
方
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
。
奪
§
ミ
も
．
憲
■

⑯
《
げ
蝉
羨
く
p
冥
ε
。
。
・
ぎ
鎚
》
は
、
所
領
・
封
起
源
の
聖
堂
を
指
し
示
す
用
語

　
で
あ
る
。
き
§
詳
℃
b
O
㊤
「
そ
れ
ら
世
俗
的
諸
権
利
の
管
理
者
が
《
審
摂
く
蕊
“

　
箕
島
℃
o
。
。
一
ε
ω
》
で
あ
り
、
排
除
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。

⑰
r
U
。
目
偏
に
よ
る
と
、
《
恥
①
〇
四
遷
ω
》
と
《
思
自
》
は
、
と
も
に
宗
教
組
織

　
の
第
二
位
の
地
位
を
指
し
示
す
場
合
も
あ
っ
た
。
奪
ミ
ミ
も
．
陥
り
野

⑱
蔚
§
己
。
。
■

二
　
巡
礼
収
入
　
司
教
の
意
図
を
中
心
に

　
前
章
で
は
律
道
化
に
よ
っ
て
レ
オ
ナ
ー
ル
側
に
対
す
る
司
教
の
主
導
性
が

強
ま
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
章
で
は
律
修
化
の
要
因
を
司
教
の
サ

ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
に
対
す
る
巡
礼
政
策
の
側
面
か
ら
解
き
明
か
し
た
い
。
司

教
の
巡
礼
政
策
は
、
一
一
世
紀
初
頭
の
司
教
自
身
に
よ
る
聖
レ
オ
ナ
ー
ル
崇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

敬
の
創
出
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
た
。
神
の
平
和
運
動
に
お
け
る
サ
ン
・
マ
ル

シ
ア
ル
修
道
院
へ
の
対
抗
巨
編
か
ら
サ
ン
．
レ
オ
ナ
ー
ル
に
対
す
る
巡
礼
政

策
は
企
て
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
は
＝
世
紀

初
頭
ま
で
無
名
の
参
事
会
教
会
で
あ
り
、
司
教
の
統
治
下
に
あ
っ
た
。
一
〇

二
〇
年
代
の
リ
モ
ー
ジ
ュ
司
教
に
よ
る
聖
レ
オ
ナ
ー
ル
崇
敬
の
創
出
（
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

モ
ー
ジ
ュ
司
教
の
命
令
に
よ
る
聖
者
伝
の
編
纂
）
か
ら
、
｝
一
〇
〇
1
＝

〇
五
年
の
律
修
化
翻
『
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
戒
律
』
水
準
の
改
革
に
よ
る
聖
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堂
参
事
会
員
の
モ
ラ
ル
向
上
に
至
る
各
段
階
で
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
司
教
の
主
導

性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
司
教
は
モ
ラ
ル
の
高
さ
で
サ
ン
・
マ
ル
シ
ア

ル
修
道
院
に
追
い
つ
か
な
け
れ
ば
、
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
に
巡
礼
を
集
め
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。
無
名
の
聖
人
を
第
一

級
の
聖
人
へ
と
上
昇
さ
せ
、
巡
礼
政
策
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
総
仕

上
げ
と
し
て
律
修
化
が
行
わ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
律
修
景
に
よ
っ
て
霊
的
諸
権
利
と
世
俗
的
諸
権
利
の
両
方
が
～
時
的
に
律

修
参
事
会
員
に
集
積
さ
れ
る
こ
と
が
第
一
章
で
確
認
さ
れ
た
。
だ
が
こ
の
後

が
問
題
で
あ
る
。
一
時
的
に
律
修
参
事
会
員
に
集
積
さ
れ
た
両
方
の
権
利
は

分
割
さ
れ
、
霊
的
諸
権
利
は
司
教
に
掌
握
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

エ
ー
［
　
巡
礼
収
入
を
掌
握
す
る
司
教

　
巡
礼
収
入
が
原
則
と
し
て
司
教
に
独
占
さ
れ
る
こ
と
が
次
の
史
料
か
ら
確

認
さ
れ
る
。
「
至
福
な
る
レ
オ
ナ
ー
ル
の
祭
壇
に
供
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
信

徒
た
ち
の
す
べ
て
の
奉
献
物
は
、
鎖
に
関
し
て
に
せ
よ
、
き
わ
め
て
尊
い
証

聖
者
レ
オ
ナ
ー
ル
の
墓
の
窓
に
関
し
て
に
せ
よ
、
司
教
の
所
有
権
に
属
す
る
。

た
だ
し
ミ
サ
を
祝
う
時
の
み
、
司
祭
の
手
に
与
え
ら
れ
た
奉
献
物
の
半
分
は

除
外
さ
れ
る
け
れ
ど
も
。
そ
し
て
そ
の
半
分
は
聖
堂
参
事
会
員
の
所
有
権
に

属
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
聖
堂
参
事
会
員
が
ミ
サ
を
挙
げ
た
と
き
に
、
一

あ
る
い
は
二
あ
る
い
は
三
デ
ナ
リ
ウ
ス
ほ
ど
が
提
供
さ
れ
る
場
合
に
限
っ
て

は
例
外
と
す
る
。
そ
れ
ら
は
聖
堂
参
事
会
員
の
所
有
権
に
属
す
る
で
あ
ろ

④う
。
」
聖
人
の
奇
警
を
象
徴
す
る
奉
献
物
の
鎖
も
司
教
に
独
占
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
リ
モ
ー
ジ
ュ
の
道
」
の
目
玉
と
し
て
聖
レ
オ
ナ
ー
ル
の
加
護
を
も
と
め
て

　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

人
々
は
殺
到
し
た
。
囚
人
・
捕
虜
を
鎖
か
ら
解
放
す
る
奇
蹟
に
対
す
る
十
字

軍
士
た
ち
の
支
持
は
、
＝
一
世
紀
に
こ
の
聖
人
の
名
声
を
高
め
た
。
解
放
さ

れ
た
戦
士
た
ち
は
聖
レ
オ
ナ
ー
ル
の
加
護
と
奇
蹟
に
感
謝
し
て
鎖
を
奉
献
す

　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
慣
わ
し
が
あ
っ
た
。
十
字
軍
の
英
雄
ボ
エ
モ
ン
ド
も
こ
の
文
書
が
司
教
ピ

エ
ー
ル
に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
た
直
後
の
一
一
〇
六
年
頃
に
聖
人
の
加
護
と
奇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

蹟
に
感
謝
し
て
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
を
訪
問
し
た
。

　
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
は
律
修
化
と
巡
礼
政
策
の
成
功
に
よ
っ
て
＝
一
世
紀

に
は
司
教
座
を
除
い
て
サ
ン
・
マ
ル
シ
ア
ル
修
道
院
に
次
ぐ
第
二
位
の
規
模

と
知
名
度
を
誇
る
教
会
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
聖
レ
オ
ナ
ー
ル
崇
敬
は
、

サ
ン
・
マ
ル
シ
ア
ル
の
ア
キ
テ
ー
ヌ
に
お
け
る
優
位
性
に
対
抗
す
べ
く
、
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

教
の
教
化
・
巡
礼
政
策
に
利
用
さ
れ
た
。

　
移
動
崇
敬
の
収
入
の
分
有
に
つ
い
て
も
以
下
の
如
く
取
り
決
め
ら
れ
て
い

る
。
「
し
か
し
も
し
き
わ
め
て
尊
い
証
聖
者
の
聖
遺
物
が
ど
こ
か
に
持
っ
て

い
か
れ
た
な
ら
、
聖
遺
物
へ
と
捧
げ
ら
れ
る
物
が
な
ん
で
あ
れ
、
司
教
と
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

堂
参
事
会
員
の
間
で
等
し
く
分
割
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
移
動
崇
敬
の

場
合
、
収
入
は
司
教
と
サ
ン
・
レ
オ
ナ
イ
ル
側
で
等
し
く
分
割
さ
れ
る
こ
と

が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。
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次
の
文
書
が
示
す
よ
う
に
、
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
の
祭
壇
と
は
異
な
る
受

難
像
の
祭
壇
の
巡
礼
に
よ
る
収
入
に
関
し
て
も
、
移
動
崇
敬
の
場
合
と
同
様

に
、
収
入
は
司
教
と
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
側
で
等
し
く
分
割
さ
れ
る
こ
と
が

取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。
「
さ
ら
に
、
十
字
架
に
架
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
像

が
あ
る
祭
壇
は
、
司
教
と
聖
堂
参
事
会
員
の
間
に
存
在
す
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
祭
壇
の
内
と
上
に
禦
げ
ら
れ
た
物
は
何
で
あ
れ
、
司
教
と
聖
堂
参
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

会
員
の
間
で
等
し
く
分
配
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

二
一
二
　
収
入
に
お
け
る
動
産
と
不
動
産
の
区
別

　
動
産
の
プ
レ
バ
ン
ド
は
不
動
産
と
異
な
り
、
俗
人
の
権
利
と
衝
突
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
が
少
な
い
た
め
、
司
教
に
と
っ
て
管
理
が
容
易
で
あ
っ
た
。
「
さ
ら
に
プ

レ
バ
ン
ド
（
聖
職
禄
）
に
関
し
て
、
以
下
の
と
お
り
、
司
教
自
身
が
定
め
、

聖
レ
オ
ナ
ー
ル
の
聖
堂
参
事
会
員
も
ま
た
一
致
し
て
承
認
し
た
。
こ
の
聖
堂

参
事
会
員
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
圓
心
（
入
会
）
へ
と
結
集
す
る
す
べ
て

の
人
々
の
動
産
全
体
、
そ
れ
は
回
心
者
の
手
を
経
て
、
上
述
の
聖
堂
参
事
会

員
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
動
産
は
等
し
く
司
教
と
聖

堂
参
事
会
員
の
間
で
分
配
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
動
産
は
聖
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

参
事
会
員
だ
け
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
と
。
」
司
教
は
動
産
を
霊
的
諸
権
利
と

看
碧
し
、
司
教
と
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
側
で
分
配
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

動
産
収
入
の
申
心
は
ミ
サ
挙
行
時
の
収
入
と
巡
礼
者
の
納
め
る
奉
献
物
収
入

で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
巡
礼
者
が
入
会
す
る
時
に
納
め
る
贈
与
の

動
産
部
分
も
司
教
に
と
っ
て
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。

　
入
会
者
の
選
考
に
つ
い
て
以
下
の
如
く
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。
門
聖
堂

参
事
会
員
の
入
会
は
、
完
全
に
以
下
の
主
旨
で
教
会
の
可
能
性
に
従
っ
て
参

事
業
長
の
自
由
裁
量
と
意
図
に
属
す
る
。
聖
堂
参
事
会
員
か
ら
あ
る
い
は
回

心
者
か
ら
不
動
産
で
獲
得
さ
れ
た
も
の
は
な
ん
で
あ
れ
、
聖
堂
参
事
会
員
の

所
有
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
す
べ
て
の
動
産
の
半
分
は
聖
堂
参
事
会
員
に

属
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
他
の
半
分
は
完
全
に
司
教
に
属
す
で
あ
ろ

⑮
う
。
」

　
入
会
者
の
選
考
に
つ
い
て
司
教
は
関
心
を
示
さ
ず
、
彼
ら
が
も
た
ら
す
動

産
収
入
に
の
み
関
心
を
示
し
て
い
る
。
新
入
会
の
参
事
会
員
や
回
心
者
か
ら

獲
得
さ
れ
た
不
動
産
は
参
事
会
員
の
所
有
と
な
る
。
一
方
で
す
べ
て
の
動
産

の
半
分
は
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
側
に
属
し
、
他
の
半
分
は
司
教
に
属
す
る
。

動
産
は
司
教
と
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
で
分
配
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

完
全
に
（
響
Φ
α
q
H
Φ
）
と
い
う
表
現
で
分
配
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
巡
礼
政

策
の
成
功
に
よ
っ
て
入
会
者
が
増
え
、
動
産
が
い
っ
そ
う
増
加
す
る
こ
と
を

前
提
に
強
調
表
現
を
附
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
動
産
収
入
と
不
動
産
収
入
の
区
別
に
関
し
て
、
次
の
文
書
の
如
く
詳
細
に

取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。
「
し
か
し
教
会
の
外
に
あ
る
墓
は
恒
久
的
に
聖
堂

参
事
会
員
の
所
有
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
両
替
商
の
机
に
つ
い
て
も
、
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以
下
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。
即
ち
、
司
教
の
所
有
が
確
認
さ
れ
た
上
で
、

貢
納
に
関
す
る
両
替
商
の
机
か
ら
の
租
税
収
入
は
、
た
と
え
租
税
収
入
が
増

加
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
司
教
と
聖
堂
参
事
会
員
の
間
で
平
等
に

分
割
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
。
そ
の
上
さ
ら
に
聖
レ
オ
ナ
ー
ル
に
納
付
さ

れ
る
動
物
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
代
わ
る
す
べ
て
の
貢
納
物
の
半
分
が
、
聖
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

オ
ナ
ー
ル
の
聖
堂
参
事
会
員
に
引
き
渡
さ
れ
る
。
」
教
会
の
外
に
あ
る
墓
は

収
入
に
関
係
が
な
い
た
め
、
司
教
は
権
利
を
主
張
し
な
い
。
聖
レ
オ
ナ
ー
ル

に
納
付
さ
れ
る
動
物
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
代
わ
る
す
べ
て
の
貢
納
物
は
聖
人

に
対
す
る
奉
献
物
で
あ
り
、
動
産
で
あ
る
た
め
、
双
方
で
折
半
さ
れ
る
。

　
両
替
商
の
机
か
ら
の
租
税
収
入
に
つ
い
て
は
、
司
教
の
所
有
・
支
配
が
及

ぶ
こ
と
が
念
入
り
に
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
聖
人
崇
敬
と
直
接
関
係
が
な
い

た
め
、
そ
れ
を
司
教
の
霊
的
諸
権
利
が
及
ぶ
範
囲
と
認
識
す
る
の
は
困
難
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
両
替
商
の
机
か
ら
の
租
税
収
入
は
直
接
聖
人
崇
敬

に
か
か
わ
ら
な
い
付
属
的
な
経
済
活
動
だ
が
、
司
教
管
区
統
治
の
財
源
と
し

て
は
看
過
し
得
な
い
旨
味
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
た
と
え
両
替
商
の
机
か

ら
の
租
税
収
入
が
増
加
し
て
も
、
司
教
と
サ
ン
・
レ
オ
ナ
イ
ル
側
で
等
し
く

分
配
す
べ
し
、
と
い
う
件
は
収
入
の
完
全
な
折
半
を
意
味
す
る
。
こ
の
件
は

巡
礼
収
入
に
対
す
る
司
教
の
軽
羅
さ
を
示
す
。
年
々
増
加
し
続
け
る
巡
礼
収

入
の
取
得
が
司
教
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
神
の
平
和
か
ら
十
字
軍
の
時
代
に
か
け
て
、
奇
蹟
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

功
に
よ
っ
て
、
当
該
教
会
の
巡
礼
収
入
は
飛
躍
的
に
増
加
す
る
。
そ
し
て
一

二
世
紀
の
『
巡
礼
案
内
』
で
は
、
四
大
巡
礼
路
の
ひ
と
つ
「
リ
モ
ー
ジ
ュ
の

道
」
の
最
も
重
要
な
聖
人
と
し
て
、
マ
ル
シ
ア
ル
で
は
な
く
、
レ
オ
ナ
ー
ル

が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
一
三
　
司
教
空
位
時
の
プ
レ
バ
ン
ド
の
分
有
規
定

　
律
修
化
に
よ
る
プ
レ
バ
ン
ド
の
分
有
は
司
教
不
在
時
も
司
教
座
の
権
利
で

あ
っ
た
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
司
教
座
が
空
位
に
な
っ
た
と
し

て
も
、
司
教
か
ら
、
司
教
の
収
入
、
即
ち
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
教
会
の
プ
レ

バ
ン
ド
の
半
分
は
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
司
教
座
の
聖
堂
参
事
会
員
の
食
事
の
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
司
教
に
よ
っ
て
譲
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
扁
リ
モ
ー
ジ
ュ

司
教
空
位
時
も
プ
レ
バ
ン
ド
は
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
側
に
返
還
さ
れ
な
い
。

司
教
だ
け
で
な
く
司
教
座
聖
堂
参
事
会
員
も
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
に
権
利
を

有
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
〇
二
〇
年
代
の
司
教
に
よ
る
聖
レ
オ
ナ
ー
ル
崇
敬

の
創
出
以
来
続
く
双
方
の
曖
昧
な
関
係
は
、
律
暗
愚
に
よ
っ
て
デ
カ
…
ヌ
ス

を
排
除
し
つ
つ
、
司
教
の
主
導
の
下
に
宗
規
と
し
て
明
確
に
規
定
さ
れ
る
に

至
っ
た
。

　
勲
章
化
以
前
の
『
一
〇
六
二
年
の
文
書
撫
で
は
、
収
入
の
半
分
以
上
と
鎖

（
巡
礼
の
捧
献
物
収
入
で
レ
オ
ナ
ー
ル
の
奇
蹟
の
象
徴
）
す
べ
て
を
レ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ナ
ー
ル
側
に
司
教
は
譲
っ
て
い
る
。
『
平
和
と
協
定
の
文
書
』
で
は
、
「
鎖
」
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を
す
べ
て
司
教
が
掌
握
し
、
そ
の
他
は
厳
密
に
半
分
を
、
司
教
が
取
得
し
て

い
る
。
巡
礼
収
入
に
対
す
る
司
教
の
統
制
力
は
律
修
化
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う

強
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　　

ｹ
レ
オ
ナ
ー
ル
崇
敬
は
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
司
教
に
よ
っ
て
サ
ン
・
マ
ル
シ
ア

ル
修
道
院
へ
の
対
抗
策
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
第
一
に
崇
敬
の
創
出
、

第
二
に
『
ア
ー
ヘ
ン
戒
律
』
水
準
の
参
事
会
改
革
を
経
て
、
第
三
段
階
に
巡

礼
政
策
の
総
仕
上
げ
と
し
て
、
『
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
戒
律
』
水
準
の
律
修

化
を
司
教
は
企
て
た
。
司
教
の
巡
礼
政
策
の
枠
組
み
の
中
に
サ
ン
・
レ
オ

ナ
ー
ル
の
律
骨
化
を
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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．
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マ
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い
て
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記
述
が
な

　
　
く
、
壁
レ
オ
ナ
ー
ル
に
つ
い
て
の
み
記
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れ
て
い
る
。

⑪
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①
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仁
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⑬
俗
人
に
よ
る
寄
進
は
名
目
的
で
あ
る
場
合
も
多
く
、
混
乱
を
招
い
た
。
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①
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搾
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一二世紀初頭のサン・レオナール参事会教会に於ける律修化・巡礼・教会制度（小野）

　
讐
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。
o
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①
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。
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①
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①
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①
＆
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①
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。
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⇒
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樽
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ピ
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鴇
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〔
．
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画
論
8
ピ
。
。
c
。
誌
ω
）

⑰
司
教
の
巡
礼
政
策
は
、
ピ
エ
ー
ル
の
前
任
者
の
マ
ル
シ
ア
ル
派
司
教
に
対
す
る

　
レ
オ
ナ
ー
ル
側
の
反
発
で
一
時
的
に
混
乱
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
一
時

　
期
を
除
い
て
一
一
世
紀
初
頭
か
ら
一
貫
し
て
い
た
。
ピ
エ
…
ル
在
位
期
に
、
ア
キ

　
テ
ー
ヌ
の
神
の
平
和
運
動
の
時
代
背
景
を
意
識
し
て
編
纂
さ
れ
た
レ
オ
ナ
ー
ル
の

　
噛
第
一
奇
蹟
録
扁
が
示
す
状
況
か
ら
、
西
欧
全
域
で
展
開
さ
れ
る
十
字
軍
運
動
の

　
時
代
背
景
を
意
識
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
第
二
奇
蹟
録
暁
が
示
す
状
況
へ
と
巡
礼
政

　
策
は
発
製
す
る
。
聖
レ
オ
ナ
ー
ル
崇
敬
が
西
欧
全
域
に
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

　
巡
礼
収
入
も
増
加
し
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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ヨ
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O
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¢
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写
一
ヨ
帥
酔
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Φ
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O
ど
㊦
『
ヨ
［
．

　
「
つ
ま
り
司
教
と
聖
職
者
の
収
入
を
我
々
は
同
様
に
半
分
以
上
、
至
福
な
る
レ
オ

　
ナ
ー
ル
の
祭
壇
に
与
え
る
。
同
様
に
か
つ
て
善
良
な
る
人
た
ち
が
至
福
な
る
レ
オ

　
ナ
…
ル
に
遺
贈
し
た
土
地
と
さ
ら
に
善
良
な
る
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
に
よ
っ
て
遺
贈

　
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
土
地
を
与
え
る
。
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
の
装
飾
の
復
興
の
た
め

　
に
鎖
の
収
入
を
与
え
る
。
ま
た
フ
ォ
レ
ス
タ
と
呼
ば
れ
る
森
を
参
事
会
員
の
支
配

　
と
権
利
の
た
め
に
与
え
る
。
そ
し
て
こ
の
森
の
豚
の
放
牧
権
を
与
え
る
。
教
会
を

　
つ
く
る
こ
と
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
禁
忌
の
仕
事
場
に
お
い
て
、
生
活
に
必
要
な

　
も
の
は
、
な
ん
で
あ
れ
与
え
る
。
」
（
郎
三
舞
鄭
．
｝
。
。
）

⑳
　
司
教
は
サ
ン
・
マ
ル
シ
ア
ル
の
ク
リ
ユ
ニ
ー
加
盟
（
一
〇
六
二
年
）
に
対
抗
し

　
て
同
年
レ
オ
ナ
ー
ル
の
プ
レ
バ
ン
ド
の
確
立
を
承
認
し
た
。
轟
ら
、
舞
昌
■
一
〇
。
参
照
。

蕊
　
司
教
の
人
事
と
儀
礼
に
関
す
る
権
利

　
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
側
の
意
図
の
霊
的
希
求
、
司
教
の
意
図
の
巡
礼
政
策

だ
け
で
な
く
、
聖
人
に
関
す
る
権
利
や
聖
職
者
の
人
事
を
教
会
の
下
に
置
き
、

掌
握
す
る
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
（
教
皇
改
革
）
と
呼
ば
れ
る
教
皇
権
の
意
図

も
律
修
化
に
は
反
映
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
地
方
教
会
の
事
情
を
優

先
す
る
も
の
に
変
容
し
て
い
る
。

　
番
毎
化
に
よ
っ
て
霊
的
諸
権
利
と
世
俗
的
諸
権
利
の
両
方
が
一
時
的
に
律

修
参
事
会
員
に
集
積
さ
れ
（
第
一
章
）
、
そ
の
後
で
一
時
的
に
律
修
参
事
会

員
に
集
積
さ
れ
た
両
方
の
権
利
は
分
割
さ
れ
、
霊
的
諸
権
利
は
司
教
に
集
積

さ
れ
る
（
第
二
章
）
。
第
三
章
で
は
律
修
身
の
際
の
レ
オ
ナ
ー
ル
側
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
人
事
と
儀
礼
に
よ
る
司
教
の
統
制
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
次
期
参
事
会
長
の
選
出
に
関
し
て
次
の
如
く
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。
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「
し
か
し
参
事
会
長
の
死
後
、
そ
の
選
出
は
、
聖
レ
オ
ナ
…
ル
の
聖
堂
参
事

会
員
が
自
由
裁
量
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
他
の
教
会
の
瓦
書
に
頼
る

こ
と
が
聖
堂
参
事
会
員
に
許
さ
れ
ず
、
聖
堂
参
事
会
員
の
中
か
ら
適
切
な
者

が
選
ば
れ
う
る
な
ら
ば
、
（
そ
の
者
が
）
選
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
参
事
会

長
は
ど
こ
か
ら
選
ば
れ
よ
う
と
も
、
司
教
か
ら
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

そ
し
て
最
後
に
司
教
に
誓
願
と
熱
誠
を
行
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
次
期
参
事

会
長
の
選
幽
は
参
事
会
員
の
自
由
裁
量
に
よ
る
。
さ
ら
に
内
部
昇
格
を
奨
励

し
て
い
る
。
た
だ
し
参
事
会
長
任
命
権
は
司
教
が
持
つ
。
司
教
に
よ
る
任
命

後
、
司
教
に
対
す
る
誓
願
と
忠
誠
の
儀
礼
に
移
り
、
正
式
に
サ
ン
・
レ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ナ
イ
ル
参
事
会
長
が
就
任
す
る
。

　
司
教
に
対
す
る
誓
願
と
忠
誠
の
儀
礼
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
詳
細
に
、
以
下

の
文
書
で
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。
「
た
し
か
に
さ
ら
に
司
教
は
群
議
に
よ

っ
て
以
下
の
こ
と
を
定
め
る
。
今
の
参
事
会
長
同
様
、
今
後
参
事
会
長
と
な

る
者
た
ち
は
、
リ
モ
ー
ジ
ュ
司
教
に
誓
願
と
忠
誠
を
行
う
べ
き
こ
と
。
そ
し

て
、
そ
の
他
の
現
在
と
同
様
未
来
の
聖
堂
参
事
会
員
た
ち
は
、
司
教
と
参
事

会
長
に
対
し
共
通
の
誓
願
を
行
う
べ
き
こ
と
。
参
事
会
長
が
望
む
場
合
は
、

参
事
会
長
は
自
分
の
配
下
の
聖
職
者
か
ら
の
誓
願
を
、
司
教
が
リ
モ
ー
ジ
ュ

教
会
に
い
る
と
き
も
不
在
の
と
き
も
、
司
教
の
名
を
呼
ん
で
、
受
け
入
れ
る

　
　
　
④

べ
き
こ
と
。
漏
今
の
参
事
会
長
だ
け
で
な
く
、
未
来
の
参
事
会
長
た
ち
に
も

取
り
決
め
は
及
ぶ
こ
と
、
参
事
会
長
以
外
の
参
事
会
員
た
ち
に
も
取
り
決
め

は
及
ぶ
こ
と
、
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
永
続
的
な
措
置
で
あ
る
点
を
強
調
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
サ
ン
・
レ
オ
ナ
…
ル
聖
堂
参
事
会
員
は
司
教
と
参
事

会
長
に
対
し
誓
願
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
司
教
権
は
参
事
会
長
と
参
事

会
員
の
両
方
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
リ
モ
ー
ジ
ュ
司
教
不
在
時
の

参
事
会
員
受
け
入
れ
の
際
、
誓
願
は
司
教
の
名
を
呼
ん
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
記
述
か
ら
、
つ
ね
に
司
教
の
権
威
が
想
起
さ
れ
る
よ
う
に

配
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
次
の
文
書
で
は
司
教
が
灯
り
を
統
制
す
る
こ
と
が
取
り
決
め
ら
れ
て
い
る
。

「
こ
れ
に
反
し
、
蝋
は
聖
レ
オ
ナ
…
ル
の
教
会
の
、
提
供
さ
れ
る
ど
の
場
所

で
も
、
ど
の
時
間
で
も
、
司
教
の
所
有
に
属
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
司
教
の
聖
具
係
に
よ
っ
て
上
述
の
参
事
会
員
に
教
会
の
奉
仕
の
た
め

に
必
要
な
灯
り
が
分
配
さ
れ
る
よ
う
に
。
夜
ご
と
に
参
事
会
員
の
寝
室
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

本
の
蝋
燭
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
。
」
灯
り
は
あ
た
か
も
司
教
の
象
徴
的
な

支
配
権
で
あ
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
蝋
は
排
他
的
に
司
教
の
所
有
の
下
に
置

か
れ
、
ど
の
時
間
で
も
、
ど
の
場
所
で
も
と
い
う
表
現
が
示
す
よ
う
に
暗
闇

の
時
闘
と
空
閾
を
象
徴
的
に
支
配
し
た
。
司
教
か
ら
教
会
の
奉
仕
即
ち
司
牧

1
1
小
教
区
管
理
の
た
め
に
必
要
な
分
だ
け
灯
り
は
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
聖
堂

参
事
会
員
に
下
賜
さ
れ
る
。
教
会
の
奉
仕
以
外
の
日
常
生
活
で
は
夜
ご
と
に

寝
室
で
一
本
だ
け
蝋
燭
を
使
用
す
る
こ
と
が
司
教
に
よ
り
許
可
さ
れ
て
い
る
。

毎
夜
の
暗
闇
の
中
の
一
本
の
蝋
燭
の
灯
り
は
、
司
教
の
高
卑
を
否
応
無
し
に
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一二世紀初頭のサン・レオナール参事会教会に於ける律修化・巡礼・教会制度（小野）

サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
聖
堂
参
事
会
員
た
ち
に
想
起
さ
せ
る
だ
ろ
う
。

　
律
磁
化
以
前
の
『
一
〇
六
二
年
の
文
書
』
で
は
、
人
事
に
関
し
て
は
「
選

出
の
自
由
」
に
つ
い
て
し
か
雷
及
さ
れ
ず
、
儀
礼
に
つ
い
て
の
言
及
は
見
受

け
ら
れ
な
い
。
律
黄
化
以
後
の
『
平
和
と
協
定
の
文
書
』
に
は
詳
細
な
人
事

の
規
定
と
司
教
の
権
威
を
象
徴
す
る
儀
礼
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
。
レ
オ
ナ
ー
ル
の
律
修
化
と
は
霊
盤
の
刷
新
の
問
題
に
と
ど

ま
ら
ず
、
司
教
の
人
事
と
儀
礼
に
よ
る
統
制
の
取
り
決
め
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
確
か
に
司
教
は
聖
人
に
関
す
る
権
利
や
聖
職
任
命
権
の
問
題
に
お
い
て
一

見
す
る
と
教
皇
権
の
意
図
に
忠
実
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
律
修
化

に
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
と
は
無
関
係
に
＝
世
紀
初
頭
よ
り
開
始
さ
れ
た

司
教
の
巡
礼
政
策
の
総
仕
上
げ
と
い
う
意
図
も
込
め
ら
れ
て
い
た
。
律
修
化

は
地
方
教
会
に
お
け
る
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
の
受
容
と
変
容
の
一
側
面
を
明

ら
か
に
す
る
。

①
曜
．
O
o
霧
ω
一
Φ
斜
♂
§
鼠
越
ミ
凡
謹
ミ
§
§
い
§
浅
ミ
寒
ミ
こ
嵩
匙
駄
§
黄
勺
餌
「
グ

　
H
O
。
。
♪
唱
b
b
。
一
に
よ
る
と
司
教
の
《
ω
實
ぎ
効
ま
》
は
《
o
霞
餌
四
駄
ヨ
叫
凄
霞
》
と
ほ

　
ぼ
同
義
と
さ
れ
る
。
使
徒
継
承
性
（
巷
。
除
。
一
一
〇
幕
）
に
拠
る
権
利
と
い
う
こ
と

　
で
あ
り
、
聖
職
者
の
人
事
も
広
義
の
《
ω
旨
ぎ
餌
蕾
》
に
含
ま
れ
る
。

②
℃
。
。
。
傅
。
げ
碁
ヨ
く
㊦
δ
嘗
。
臥
ω
Φ
一
〇
a
。
ω
昏
お
冒
q
舞
島
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ω
陣
。
膏
ぎ
費
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。
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一
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ω
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昌
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ぎ
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一
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毎
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一
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8
讐
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ω
8
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一
＝
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Φ
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ω
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ρ
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蜀
諺
⑦
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9
Φ
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0
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ω
営
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嘗
層
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ご
ω
　
ρ
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ω
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旭
8
矯
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巴
①
鼠
ω
8
翌
白
蟻
“
9
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臨
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一
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曾
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β
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象
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ぎ
壁
×
）
自
①
①
酢
×
H
H
Φ
ω
δ
o
同
⑦
ρ
曾
霧
b
嚇
蟄
漢
”
『
り
P

　
薯
5
①
刈
∴
瓢
．

④
網
諺
巳
①
。
野
菜
。
。
日
日
儲
巳
8
蕊
①
蕊
¢
ω
翼
葺
舞
①
も
。
戸
車
冨
。
＝
聾
ω
巷
Φ
「
・

　
山
霧
ρ
き
ヨ
ω
三
田
ε
豊
象
℃
δ
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Φ
ω
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8
Φ
日
Φ
＝
こ
Φ
一
二
餌
8
臼
鼠
。
貯
糞
Φ
豆
し
。
8
も
。

　
ピ
①
日
〇
三
8
霧
押
8
帯
欺
く
①
『
o
o
き
。
巳
9
鐵
舅
暇
器
ω
Φ
艮
Φ
ω
ρ
轟
日
｛
三
¢
鳳
o
o
苧

　
ヨ
§
①
毎
凛
。
｛
Φ
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ヨ
賦
。
一
雪
轡
9
一
ω
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℃
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象
℃
臨
。
芦
一
斗
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¢
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三
下
。
鼠

　
一
一
げ
器
【
芦
鳴
。
｛
①
ω
。
・
一
8
㊦
日
α
Φ
o
一
興
互
ω
ω
9
ω
営
。
ぢ
一
ρ
け
唇
琶
髭
8
8
碁
器

　
Φ
豆
。
。
8
箕
訟
量
器
器
霧
｛
麟
①
腎
ぎ
Φ
8
一
霧
置
囲
①
目
。
く
一
〇
㊦
器
一
ω
ぞ
Φ
捗
。
。
Φ
塁
■

　
（
≧
蛍
8
ド
8
一
♂
）

⑤
0
Φ
鑓
臣
け
磐
冒
奮
0
2
ヨ
馨
⑦
一
。
8
①
。
9
⑦
ω
貯
㊦
鈴
⇒
。
瓜
ピ
Φ
。
・
霞
象
偉
ぎ

　
彊
0
2
ヨ
ρ
g
ρ
Φ
ヨ
も
。
話
。
σ
㌶
斤
弾
謹
霞
鐸
⑦
手
炉
薯
二
卿
㊦
℃
置
8
箕
一
雷
写
ヨ
窪
曇

　
b
興
G
・
霧
蕊
葺
Φ
舅
9
一
。
。
8
唱
一
。
。
唇
毒
融
a
ω
o
き
。
鼠
鼠
ω
一
¢
毎
⑦
瓢
p
㊦
8
ω
ω
母
旨
ヨ
監

　
し
・
禽
三
〇
冨
葺
Φ
o
。
囲
ω
ω
一
器
Φ
件
自
麸
ρ
8
盤
①
き
。
8
写
8
毎
ヨ
住
。
毒
搾
。
ユ
。
§
恥

　
＄
民
①
ご
巴
げ
舞
ε
H
．
（
醇
ら
馬
恥
勲
O
O
一
．
ω
卜
⊃
1
ω
α
）

⑥
【
二
世
紀
に
は
教
皇
権
に
よ
る
列
聖
権
の
独
占
が
漸
次
進
行
し
た
。

結

論

　
｝
二
世
紀
初
頭
の
聖
堂
参
事
会
の
律
修
化
の
理
念
と
現
実
の
乖
離
を
明
ら

か
に
す
る
と
い
う
本
稿
の
課
題
に
答
え
た
い
。
リ
モ
…
ジ
ュ
司
教
ピ
エ
ー
ル

は
、
サ
ン
・
レ
オ
ナ
…
ル
聖
堂
参
事
会
員
に
発
給
し
た
『
平
和
と
協
定
の
文

書
』
で
、
霊
的
諸
権
利
と
世
俗
的
諸
権
利
を
峻
別
し
、
前
者
の
み
自
ら
の
高

権
と
看
近
し
掌
握
し
た
。
司
教
の
主
導
下
の
和
解
が
こ
の
文
書
が
示
す
律
修
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化
の
教
会
網
度
か
ら
み
た
一
つ
の
側
爾
で
あ
る
。
従
来
な
さ
れ
て
き
た
よ
う

な
「
原
始
教
会
と
司
祭
生
活
の
復
興
」
門
使
徒
的
生
活
の
実
践
」
「
シ
モ
ニ
ア

と
ニ
コ
ラ
イ
ズ
ム
の
撤
廃
」
な
ど
の
教
会
史
に
固
有
の
論
点
か
ら
の
分
析
だ

け
で
は
律
修
化
の
実
態
は
必
ず
し
も
十
分
に
説
明
で
き
な
い
。

　
律
修
化
に
よ
っ
て
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
聖
堂
参
事
会
員
集
団
の
自
立
が
確

保
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
集
団
に
灼
す
る
司
教
の
圧
力
が
強
ま
っ
た

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー
ル
聖
堂
参
事
会
員
た
ち
は
、
一

本
の
蝋
燭
の
灯
り
さ
え
自
由
に
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
サ
ン
・
レ
オ
ナ
ー

ル
の
空
読
化
の
問
題
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
と
は
無
関
係
に
一
一
世
紀
初

頭
よ
り
開
始
さ
れ
た
巡
礼
政
策
の
枠
組
み
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
即

ち
司
教
に
よ
る
高
権
の
掌
握
と
、
巡
礼
政
策
（
一
一
世
紀
初
頭
開
始
、
律
修

化
で
確
立
）
に
よ
る
財
源
の
強
化
と
い
う
教
会
制
度
上
の
問
題
に
還
元
さ
れ

る
。
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PIZeishu　has　the　richest　content．　ln　tbis　paper，　the　author　attempts　to　analyze　the

Xu］’i，　and　based　on　this　analysis，　clarfies　certain　problems　in　history　of　the　Xianbei

before　the　3rd　century．　ln　the　lst　section，　he　elucidates　the　chronology　of　the

X吻ゼ，and　co血ms　that　the　Xuji　stresses　the　succession　of　Tuoba〈with　Earth　Vin：一

加e）af亡er　the　Han　dynasty（with　Fh℃Virtue）out　of　a　sense　of　rivaky　with　the

Eastern　Jin　dynasty，　that　Shijun　was　invented　as　an　equivalent　of　the　ancestors　of

the　Xia，　Shang，　Zhou，　and　Qin　dynasties，　that　Ernperor　Cheng　was　created　to　cor－

respond　to　Gaozu　of　the　Han　dynasty　and　Xiaong照’s　ancestor　Maodun　Shanyu，

and　that　Emperor　Xuan　was　created　to　emphasize　that　the　Tuoba　would　exercise

hegemony　over　the　northern　tribes　in　place　of　the　Xiongnu．　The　author　also　con－

firms　thatthe　historical　reality　of　the　Tuoba　begins　only　with　Emperor　Xian．　He

then　focuses　on　the　length　of　Emperor　Shenyuan’s　reign　and　posits　the　existence

of　an　original　Xul’i　that　used　era　names　of　the　Wei　and　Jin　dynasties　and　gave　30

years　to　Emperor　Shenyuan’s　reign．　Based　on　these　obsei7vations，　the　author　criti－

cally　examines　the　state　ef　archaeological　studies　on　the　Xianbei　that　treat　the

Xwfi　as　a　genuine　historical　record　in　the　2nd　section，　then　confirms　the　actual

dates　and　Iocations　of　the　Tuoba加the　3rd　cen加ry，　and　flnaHy　assesses　them　in

terms　of　the　trend　of　the　southward　rnovement　of　the　Xianbei　tribes　from　Outer

Mongolia．

Regularization，　Pilgrirnage　and　the　Ecclesiastical　lnstitutions　in　the　Saint

　　　　　　　　Leonard　Collegiate　Church　in　the　Early　12th　Century

by

ONo　Kenichi

　　In　this　paper　I　seek　to　shed　light　on　the　theme　of　the　gap　between　the　ideal　and

reality　concerning　regularization　of　the　canonical　order　at　the　beginning　of　the

twelfth　century．

　　In　Pax　et　Concordia，　which　was　issued　to　the　members　of　the　Saint　Leonard

collegiate　church　around　l　lOO－1105，　Pierye，　the　bishop　of　Limoges，　drew　a　sharp

distinction　between　spiritual　rights　（sPiritualia）　and　temporal　rights　（temPoralia）．

Only　the　former　was　considered　worthy　of　his　dignity　and　consideration．　The　rec－

oncbiation　achieved　under　Pierre’s　leadership　was　indeed　one　aspect　envisaged　in

the　regulaxized　ecclesiastical　system　described　in　Pax　et　Concordia．　Nevertheiess，

analyzing　church　history　solely　in　terms　of　traditional　arguments　such　as　“restora一
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tion　of　the　prirrtitive　church　and　its　clefical　ife，”　“the　practice　of　apostolic　ffe，”　and

“the　rooting　out　of　simony　and　Nicolaism”　is　not　necessayily　suthcient　to　fuRy　ex－

plain　the　reality　of　regularization．

　　Through　regt！larization　both　spiritual　and　temporal　rights　were　returned　from

the　canon　seculars　to　the　canon　regulars．　At　the　same　time，　the　various　rights

that　had　been　tempoyarily　accumulated　by　members　of　the　canon　reguilars　were　di－

vided，　while　spiritual　rights　were　assumed　to　be　subject　to　diocesan　authority．

Diocesan　authority　d童d　not　consider血novab｝e　property　and　the　income　de盤ved

from　ie　as　part　of　its　own　spiritual　rights，　and　£herefore　entrusted　property　and　in－

come　to　the　canon　regulars．　Alternatively，　the　diocesan　authority　considered　in－

come　from　the　oblations　derived　from　pilgrimages　and　the　cult　of　relics　as　wek　as

some　movable　property　as　spiritual　rights，　and　demanded　that　members　of　the　col－

legiate　church　of　Saint　Leonard　share　them　equaky．

　　The　end　result　of　regularization　was　iess　recognition　of　the　independence　of　the

community　of　the　Saint　Leonard　collegiate　church　than　an　increase　of　pressure　on

the　communky　from　the　diocesan　authority．　Members　of　the　community　were　not

ailowed　to　light　a　single　votive　candle　without　pemission．　As　a　result，　the　Saint

Leonard　comfnunity　could　net　help　but　consider　regularization　as　the　imposibon　of

diocesan　authority　from　above．　This　conclusion　is　diametricaily　opposed　to　the

common　belief　that　£he　promotion　of　regu｝arization　was　a　response　to　pressure

ft’om　below　as　an　expression　of　the　spiritual　aspkra£ions　of　the　people．　ln　the　final

analysis，　the　question　of　the　regularization　of　Saint　Leonard　needs　to　be　viewed

from　within　the　frameworl〈　of　the　exercise　of　diocesan　authority．　That　is，　it　re－

turns　to　being　a　question　of　ecclesiastical　institutions，　involving　upholding　the

digrtity　of　the　diocesan　authority　and　bolstering　its　finances　through　its　policies

towards　pjlgTimages．
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